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第１回 中川・綾瀬川流域水害対策協議会 
【議事概要】 

 

１．日時 

令和 6 年 8 月 22 日(木) 10 時 00 分～11 時 00 分  

２．場所 

さいたま新都心合同庁舎２号館共用大会議室５０１（WEB 併用） 

３．出席者 

別紙のとおり 

４．議事概要 

○ 「中川・綾瀬川流域水害対策協議会の規約（案）」について、承認された。 

○ 「中川・綾瀬川流域水害対策計画の基本的な考え方」について、確認を行った。 

５．主な意見 

（１）中川・綾瀬川流域水害対策協議会の規約（案）について 
・意見無し 

（２）挨拶（関東地方整備局 岩﨑局⾧、埼玉県 大野知事） 

（３）議題 

１）中川・綾瀬川流域水害対策計画の基本的な考え方について 
・事務局より「資料２」を説明 

２）意見交換 

＜三郷市⾧＞ 

○ 流域治水の本格的な実践に向けた「流域水害対策計画」は、地域の特性を踏まえたより効

果的な計画となるよう流域全体で協力して進めていきたい。 

○ 先週の台風７号では、既存施設の弾力的運用にあたり国や県と緊密な連携を図った。また、

令和５年６月の大雨では多くの浸水被害が発生したが、流域外への排水が本流域の治水対

策における生命線であり、三郷排水機場は大変重要な施設であると改めて認識した。 

○ 今後は、浸水被害の軽減を図るため、新規放水路整備の早期着手や貯留施設整備など、こ

れまで以上に国や流域自治体が一体となり、より効果的な治水対策を進めていきたい。 

 

＜春日部市⾧＞ 

○ 災害が激甚化・頻発化する中、国庫補助事業や「緊急自然災害防止対策事業債」などを積

極的に活用し自治体が引き続き防災・減災・国土強靱化対策に取り組めるよう、「防災・減

災、国土強靱化のための５か年加速化対策」の事業期間延⾧を要望する。 
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○ 本協議会を通じ、「中川・綾瀬川流域水害対策計画」をもとに、特定都市河川に指定された

流域全体で水害を軽減させる治水対策の推進が図れるよう、本市も取り組んでいく。 

 

＜幸手市⾧＞ 

○ 幸手市においても多くの浸水被害が発生している。今後も、流域全体が一丸となって、中

川・綾瀬川流域水害対策協議会の一員として流域治水を推進する必要がある。また、市と

しても内水対策をしっかり進めていきたい。 

 

＜埼玉県知事（代理）＞ 

○ 今後、河川整備を加速化させ、構成員と協働して流域治水の取組を進めていきたい。 

○ 雨水浸透阻害行為の許可事務については、埼玉県と県内の流域市町が役割分担のもと進め

ていくことが必要であり、引き続き連携・協力をお願いする。 

 

＜松伏町⾧＞ 

○ 中川から江戸川への新たな放水路について、是非とも協力していきたいと考えている。 

 

＜羽生市⾧＞ 

○ これまでの河川整備により、上流の被害が減少したと感じるが、現在も被害が残存するこ

とから、県や国の指導を仰ぎながら内水対策を進めていく。 

○ 流域全体で協議して流域治水を進めていくことに意義がある。気候変動による影響等を踏

まえ、国・県の河川整備に協力しつつ、市としても対策を実施していきたい。 

 

＜関東地方整備局 江戸川河川事務所⾧＞ 

○ 新規放水路の早期着手、貯留施設整備など流域自治体・国一体となって治水対策を進めて

いきたいというご意見について、引き続き検討を継続しつつ河川整備を推進し、流域全体

で治水安全度向上を図っていきたい。 

○ 「緊急自然災害防止対策事業債」などの活用に必要な「防災・減災、国土強靱化のための

５カ年加速化対策」の事業期間延⾧に対するご意見について、上部機関へお伝えする。 

○ 流域全体で連携して流域治水を取り組んでいきたいとのご意見について、国・県・市区町

が連携し流域治水を推進していくため、雨水浸透阻害行為の許可等、各自治体のご協力が

必須であることから、引き続きよろしくお願いしたい。 

 

６．閉会 

以上 
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別紙 

 


